
1 

特定空家等に対する措置等の状況について 

 

１　本市における特措法関連の取組状況について 

※平成２７年５月２６日（特措法施行日）から令和８年１月３１日まで 
 

　（１）特定空家等の認定状況について 

　　　　特定空家等数　　　　　１１（うち住宅１１、非住宅０） 

　　　　　現存数　　　　　　　　　０ 
 
（２）特定空家等の措置状況について 

 

 

　　 

 

 

 

 

 

 

　　特定空家等の恐れのある空家等の調査
　　STEP１：情報確認、外観調査、関係者ヒアリング等
　　STEP２：詳細調査、意向確認、立入調査（事前通知後）

　←市の立入調査権
　※立入調査忌避過料　20万円以下

管理不全状態の空き家
　市条例や建築基準法等関連法令に基づく対応
　除却等支援事業

対策協議会で協議
有効活用の可能性がある場合 　空き家情報バンクへの登録促進等

　空家等活用の検討

特定空家等の認定

　所有者等を確知できない場合
継続調査

所有者等に対する助言・指導
（特措法第２２条第１項）

相続財産清算人等の選任手続き等
（財産管理人制度）

助言・指導の内容が改善されない場
合は対策協議会で協議

所有者等に対する勧告
（特措法第２２条第２項）
・所有者等への事前通知

「勧告」の対象で、住宅用地課税特
例の対象外となる。

正当な事由なく当該勧告の措置をと
らない場合は対策協議会で協議

措置を履行しないとき、履行しても
十分でないとき、期限までの完了見
込みがないときは対策協議会で協議

　※命令違反過料　50万円以下

必要最小限の緊急安全措置
（旧条例第９条１１項）

緊急時の代執行
（特措法第２２条第１１項）

所有者等に対する命令・公示
（特措法第２２条第３～８、１３・１４項）

・所有者等への事前通知
・公開による意見の聴取

　・命令の実施・・・・・　
・標識の設置及び公示・

過失なく所有者等を確知できない
場合
・未登記空家等（所有者不明）
・相続放棄による所有者不存在の空家等
・相続人不明の空家等
・所有者等行方不明の空家等

行政代執行（行政代執行法に基づく）
（特措法第２２条第９項）
・文書による戒告・・・
・代執行令書による通知
・代執行費用の徴収・・

　　　　　　略式代執行
　　　　（特措法第２２条第１０項）
　　　　　・事前の公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　・代執行費用の徴収
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２　特定空家等に対する略式代執行について（報告） 
 
（１）建物の概要 

特定空家等⑪　射水市本町一丁目地内、住宅、木造１階建、37.89 ㎡ 
 

（２）建物の状況及び措置内容 

　　　４戸で１棟の長屋となっており、４戸のうち３戸は所有者が判明してお

り、解体の意思があった。残りの１戸は所有者が不明である。いずれも建物

の損傷が著しいため、所有者が不明である建物を特定空家等に認定し、略式

代執行で解体する同じタイミングで、残りの３戸も所有者が解体した。 
 

（３）所有者 

　建物の所有者を確知できない。土地は借地 
 
（４）経緯 

令和３年度 射水市空き家等実態調査において、倒壊危険性判定Ⅳ 

令和７年１月 特措法に基づく立入調査を実施 

　　　令和７年２月 第１０回 射水市空き家等対策協議会にて協議し、特定 

空家等に認定 

　　　令和７年５月 事前公告の実施 

　　　令和７年１０月 略式代執行による解体工事に着手 

令和７年１２月 解体工事終了 
 
（５）現況写真 
 
解体前（令和６年６月、令和７年１月） 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
解体後（令和７年１２月）


